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平成２７年度福岡市保健福祉審議会 

地域保健福祉専門分科会第１回地域分野部会 

議事録 

 

１ 日時 

  平成27年８月31日（月）17時00分～19時00分 

２ 場所 

  福岡市役所 １５階 第４会議室 

３ 出席者 

  別紙のとおり 

４ 会議次第 

  Ⅰ 開会 

  Ⅱ 議事 

   （１）部会長，副部会長の選出について 

   （２）計画の策定スケジュールについて 

   （３）次期福岡市保健福祉総合計画（地域分野）の現状と課題について 

 

５ 議事録 

【委員】   

最初の審議内容に対する回答の特に９のところで、表現としては踏襲させていただくと

いうような説明があったところに関連した意見ですが、２ページの現状のデータを見まし

ても、福岡市は極めて定住率が低い都市です。定住率が低いということはそのまま、地域

活動に対する関心が弱くて、いろいろなことを考えようとしてもなかなかうまく地域活動

につなげられないということに非常に深く関係しているということです。 

 そのあたりのところについて一つの診断をするとすれば、目標として、できるだけ住み

なれたところで活動できるようにしたいという狙いはあるにしても、それを実現するため

には、この基本目標の中で、そういうことをもう少し意図的に取り組むということを出さ

ない限り、地域活動をしている人はどんどんやってますます重たくなるけど、やらない人

は全く放置されたままで何も変わらないということが一番大きな課題になってくる気がし

ます。そういう意味で、例えば市民の福祉意識の醸成とか人材養成という中には地域リー
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ダーのことは載っていますが、移動層に対する取り組みというのをどういう形でアプロー

チするのかということについて、もう少し書き込みがいるのではないかなと思っています。 

 おそらく個人的に移動する人に対してのアプローチはなかなか難しいと思います。そう

いう人たちが移動するのはなぜかといえば、その人たちの雇用先とか、あるいは通学先と

いう、何らか形でその人にかかわっている所属団体があるわけで、そういったものに対す

る取り組み方として、地域活動に対してその所属団体から何らかの働きかけができるよう

にする。例えば、企業における職員のボランティア活動促進といったようなことだとか、

大学生に対しては大学の域学連携事業に対するもっと積極的な促進を図るとか、そういっ

たような事柄をもう少し明確に打ち出していく必要があるのではないかということを少し

意見として述べさせていただきます。 

【事務局】   

委員のご意見は、５年間の現住所居住率比較を見ますと短期的に出入りがあるというこ

とでございますので、お住まいの住民の皆様が全てを担うというわけではございませんけ

れども、やはりいつも同じ人が担い手になっている、短期的にいらっしゃる方はそういっ

たことは全く触れずに、活動にも参加せずに、通り過ぎていくだけというご意見だと思い

ます。 

 地域活動が今後維持されていくためには、難しいとは思いますが、そういった方をでき

るだけ取り込む必要がありますので、委員のご意見の、例えば所属している企業、それか

ら大学もそうですけれども、そういったところに対する働きかけ、地域活動に関するＰＲ、

理解を深めるような取り組みを書き込むということだと思います。貴重なご意見ありがと

うございます。 

【委員】   

それに関連して，二つ課題があるのですが、孤立死の問題などは、まず男女の地域への

入り込み方が、今課題になっているということがあります。 

 それで、３ページとかを見ていたら、近所づき合いの男女差があるのですが、孤立死の

可能性や、５ページの孤立死する可能性がある理由とかいうのも、これはやっぱり男女に

分けて調べなければならないと思います。今地域に入っても、男性の引きこもりをどうす

るのかというのがとても大きな課題になっていますので、男女の地域への取り組みみたい

なことは明確にしたほうがいいというのが一つです。もう一つは，例えば、自治会長とか、

会長が集まると男ばっかりなのですが、実際に地域に入ってワークショップをやるとほと
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んどが女性です。そこら辺のギャップがあります。要するに、肩書きがあるところには男

性がいらっしゃいますが、実際には女性が地域で活動をしている。 

 それと、介護の問題もありましたけれども、介護に関しても女性のダブルケアみたいな

もの、子育てと親の面倒というのがあるので、これも男性がいかに自宅の介護とかに入っ

てくれるのかというのが大きな問題です。 

 そして、今、委員が言われたみたいに、自治会をどうするかとか、町内会をどうするか

という組織づくりを最初に考えると、ものすごく難しいです。これではやっていけない、

担い手がいないということになりますけれども、地域にどんな事業が必要かということを

考えると、先ほど言われたみたいに、大学生の参加があったり、企業の参加があったりと

いうことが出てくると思います。ですから、組織づくりの前に、地域にとって必要な事業

はどうあるべきなのかというか、何が必要なのか、それが最初にあったほうがやりやすい

という現状があります。 

【委員】   

結局、地域福祉といったら、アンケートにも出たように自治協という話になってしまう

と、今組織が硬直化している話もあります。しかし、委員が言われたように、どんどん地

域も変わっているのですが、受け皿として自治協と町内会をどこまでイメージしていくの

かという感じですね。そこのバランスをとらないと、自治協だけの話となると、やれる、

やれないという話になると思います。 

 自治協、コミュニティ系から話をさせてもらうと、自治協全体で見るわけにはいかない

のですよね。自治会の中にはブロックがあるわけですね。それも町内会というブロックで

はなくて、高齢者の多い住宅団地とか、そういうブロック分けられます。それで自分が思

ったのは、自治協の中でブロックが分かれれば、そのブロックの中は確かにある方向性が

あって、地域福祉ができるのですが、賃貸が多いところとかになると全然違ってきます。

ここら辺は高齢者の多い住宅地、町内会だからこうやりましょうと。今言われたように全

ての人を引き出すとなると、そういう自治協の論理って意外に通じないのです。 

 もう一つ大きな問題は、現場を知るというのは地域しかできないですよ。これは行政に

は無理なので、そこのバランスですね。今、事業を起こすときの現場を知るというところ

をどうするかということについては、どうしても自治協、町内会の力が要る。そのときに、

女性の力とか、違う組織の話をしないといけないということです。 

 民生委員・児童委員さんがいい例で、町内会単位でも、自治協単位でも何でもないです
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もんね。２００世帯ぐらいで活動しています。あれは一つの単位であるということなので、

自治協の単位、町内会の単位でいくのか、そういうところとは違う組織、単位があるのか

という話は今から少し頭に入れておかないと、あるところで硬直化することもあるという

のを思いました。 

 自治協というところを頭に入れるのならば、委員が言われるような新しいパターンを考

えて、自治協を動かすという話も要ると思います。 

【委員】   

前回、審議内容の１０で、住みなれた地域に違和感があると言った者です。表記は仕方

がないなとは思いますが、委員がおっしゃっていたように、基本目標の１のところとか、

実際に地域にかかわる人たちをどれだけバリエーション豊かにイメージできるかというこ

とだと思います。 

 そのときに、きっかけづくりにどういう人がかかわってくるのかという話になってくる。 

 今の話でいくと、担い手ですよね。がっつりした担い手をつくる、それはもちろんすご

く大切なのですが、例えば、私が疑問を持ったみたいに、学生時代に４年間しか福岡市に

いなかったとしても、福岡市が自分のたまたま住んでいた場所で地域にかかわることがで

きるような場所になっていることがすごく大事だと思います。先ほど委員が言ったように、

実際に地域活動とかに若い子が一人いるだけで、みんなのテンションがすごく上がるわけ

ですよ。若い子が来てくれたというだけで既に意味があると思います。それは、その子に

とっては、たまたま４年間の中の青春の一シーンかもしれないけれども、地域にとっては

意味があるわけです。 

 というふうに、全員が全員，がっつりした担い手にならなくても、興味、関心とか、立

場とか、それに応じてかかわり方は当然変わって、でも、何かしら地域にかかわっていけ

るのだという、いわゆる地域のイメージというのを。もちろんがっつりした担い手という

のも必要ですが、その一方で、先ほど、子供のころから地域福祉に触れる機会、学習、教

育機会の充実とおっしゃっていましたけれども、いわゆる担い手、リーダーをつくってい

くというエリート教育だけではなくて、もっというなれば、気軽で、ある意味、適当なっ

て言ったら言葉がよくないですけれども、適当に地域にかかわれるようなのもきちんと視

野に入れた形で考えていることが目標のあたりからでも見えてきたりすると、ああ、自分

のことも言っているのだと思う人がもう少し増える気がします。これだと福岡に骨を埋め

る気でいる人たち向けの目標という感じがして、自分のことではないと思われても仕方が
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ない気がします。 

【事務局】   

委員のご指摘のとおりで、緩やかな関係といいましょうか、緩やかな地域みたいなのが

イメージできれば一番いいのかなということは個人的に思っております。おっしゃられる

ように、若い、例えば小学生の方がワークショップに出てこられたら、すごくご高齢の方

が喜ばれるというのは、私も現場で体験したことはあります。転勤でたまたまいらっしゃ

った方が、ああ、あそこで何かやっているなというように興味を持てるような雰囲気がで

きればいいなとは思っております。 

【委員】   

高齢者問題って、高齢者だけの隔離された問題ではなくて多世代の話なので、まさに地

域が多世代で運営されているように、高齢者だけの独立した問題では全然ないと思います。

今、西都校区が新しく立ち上がるというのでかかわっていたら、西都校区になる人たちも

九大生とか留学生と一緒にまちづくりをやりたいと言うんですよね。女原地区とかでも、

子育て世代の子ども会の人が出てきて子供たちに挨拶をしても子供たちから挨拶が返って

こない。お互いに知らないから。じゃあ、地域デビューをするようなことをやろうって言

ったら、高齢者が料理を教えましょう、昔の遊びを教えましょう、将棋を教えましょうと

いう、そういう話になっていく。だから、高齢者だけで固まって話をしても難しいなとい

う感じです。 

【委員】   

最終的には生活支援サービスという若干具体的なサービスを提供していくようになると、

コミュニティ施策的な交流ですよね。地域福祉という言葉が重た過ぎて、地域福祉の意識

とかいうことを若い人に伝えるような現場なのかと言われると、多世代交流みたいなもの

で、お年寄りを知りましょう、関心を持ちましょうというレベルがあって、その上に福祉

意識という話があるのかなというふうに思いました。最終的には、保健福祉については地

域福祉をやるのですから、担い手っていったら大げさですが、助ける側と助けられる側と

いう感じでいつも見てしまう。その基盤が時間をかけても要るだろうなという話をされて

いるというところをどうかみ合わせるか。 

 どうしても短絡的に考えてしまう。生活支援は誰がやるのかというと、高齢者が元気な

高齢者を支援するしか、今現場は手がない。待ったなしの世界できているからですね。６

５歳以上の８割は元気なのですから、その方々が明日は我が身って動く部分と、どう対応
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するかという話を考えながら、私はこれを読んでいました。しかし、交流というのがない

と継続はしないだろうということと、短期的な視点と長期的な視点、これを考えなければ

いけないかなと思いました。 

【委員】   

 さっき、委員がおっしゃった、いろいろな事業も必要なのですが、ここの地域で優先順

位つけるとしたら、１から５までのうち何なのかみたいなのが、多分地域ごとにあると思

います。そういったことは非常にわかりやすくて、みんなが納得しやすいというか、ニー

ズについての理解がしやすい。そのために、ここの地域ではこれを優先するということを

決めるにはどういう人たちが集まればいいかとか、どういうツールを持ってらっしゃるよ

うな専門家に来ていただいたらいいかみたいな話になると、非常にやりやすいというか、

わかりやすいと思います。 

【委員】   

結構地域の人は、ほかの地域での成功事例をあまり知らないんです。そこの情報共有と

いうのがなくて、自治協の集まりとか、公民館長の集まりとかあるのですが、お互いに、

行政が持っている他地域での成功事例の情報を聞いたことがないって言っています。成功

事例の情報が頻繁に出てくるような、また、そういう情報を共有できるようなことになる

と状況が変わると思います。 

【委員】   

成功事例をいろいろなところにアピールしていく、きちんと責任を持ってアピールして

いく人たちがいないといけないということですよね。 

【委員】   

そのいい例がカフェですよね。認知症カフェとかが動き出して、コミュニティ支援のほ

うも一つのメーンにし始めたのですが、それは誰がどうやるかは別にして、いいことだか

らということで動き出すのは事実ですね。しかし、そのときに次の担い手を誰がやるのか

ということを考えながら動いているのか、動きながら考えているのかというところが今複

雑なところです。どうしても今までの感覚で見ると、組織を誰が動かすか考えなければい

けないのですが、今言ったように事業を先に考えて、それを動かす部分はいろいろあるよ

ねという話で行けるのかどうかですね。 

【委員】   

ここは地域分野で保健福祉総合計画の中の重要な部分を担っていると思いますが、地域



 - 7 - 

の概念が使う人によって随分変わる。特に、行政で、福岡市のような政令都市が地域の概

念を使うときには、相当いろいろなレベルが混在して使われるので、そこでどういう事業

を考えるかについても、どういう組織を考えるかについても、なかなか合意できないまま

言葉だけが勝手に動いているという感じがします。 

 具体的なことで言うと、これから介護保険制度が変わって、新しい地域支援の総合事業

が始まりますね。このときに生活支援コーディネーターというものを配置することになっ

ているのですが、その場合に、国が定めた基準等で考えると、市のレベルで第１層、そし

て校区のレベルで第２層みたいな考え方です。 

 それで考えたときに、福岡市に当てはめると、とてつもなく大きいし、それだの生活コ

ーディネーターを置いたとしたら、少なくとも１５０人とかの人数を配置しなければなら

ない規模になるわけです。それを福岡市の特性だからといって、例えば、福岡市に一人、

区に一人ずつなんて置いた場合、住民からは全然見えない役割の人ということになってし

まう。そういうふうなところを、福岡市の特性に合わせてどういう地域の範囲で、どんな

人がどういう活動をしているのかということを見えるようにするということが最初に必要

なことなのではないかと思っています。その場合に、少なくとも行政側から考えれば、区

のレベルまでは大体組織が見える、あるいは、自治協のレベルまでは見えるという段階で

す。ところが、単位の自治会のレベルになると、ほとんど実情がわからない。ましてや、

自治会の中の隣組レベルの小さなところになると全く見えないということで、そこで要援

護者といわれるような人、あるいは潜在的に何らかの課題を抱えた人がおられるという実

態は全然見えないというところで何か対策を講じようとしているもどかしさがあるのでは

ないかなと思います。 

 社協のような組織も行政になぞらえてつくっておりますので、校区社協というところま

では何となくありますけど、これも組織されてなかったりしておりますし、そうなってく

ると、事業を組み立てる場合に、誰が一体具体的にその地域に住んでいる人に即して組み

立てていくのかというのが見えないという状況から、しっかり考えていかなければいけな

いというところがあります。 

 そういう意味で、例えば、基本目標２のところで、地域の助け合い、支え合い活動を推

進しますといっても、関係のつくり方とか、そういったところでは、１番目に書いてある

住民相互の顔の見える関係づくり、このことを考える地域というイメージと、地域福祉活

動団体の支援とか相互の連携とかいうもので考えるレベルとが完全にずれているわけです。
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そこのあたりはもう少し何か捉え方をしっかりやらないと、要援護者の支援対策というと

ころまでは届かない気がします。 

 そこらあたりは交通整理をしてみて、自分たちが例えばどこかの地域に住んでいて、そ

こで頼りになるのは一体どこなのか、この近隣だったらどういうところなのか、校区だっ

たらどういうところなのか、区レベルだったらどこが相談の窓口になるのか、それがわか

るような見取り図を一遍整理し直してみることも必要なのではないかと思いました。 

【委員】   

その流れで、先ほど必要な人に必要なサービスをということになると、現場を見ている

と、いきいきセンターがその現場になりますが、五十幾つしかなくて、中学校単位です。

普通、それをやろうとしたら、その方の話を聞いて対応しているのは、町内会長や民生委

員・児童委員さんですよね。その次にある相談窓口の周知とかいう話になると公民館です

ね。公民館にそういう話があればいいじゃないという意見は非常に通りやすいところがあ

ります。一般に市街地系は公民館にそういう窓口があったら、民生委員・児童委員さんも

一緒にやれるよねという雰囲気があります。これはいいか悪いか別ですが、そういう単位

があるというのは事実ですね。それがいきいきセンターの話になれば、福岡市の場合は自

治協でやってきたから、中学校単位というのは意識しにくい。もう一度整理して、自治協

単位でいくのか、もう一つ何か違う単位でいくのかという話をはっきりしないと、この窓

口の話もうまくいかない。このままでは区役所の窓口になるような気がして、それでいい

のかという議論もしなければいけないという気がしますね。 

【委員】   

先ほどの話の件で、なかなか行政が末端の地域が見えないのではないかというお話があ

りました。確かにそういうこともあるかもわかりませんけれども、今、区役所には地域担

当専門委員の職員がいます。その方が、会長会を地域でするときには、日曜であれ、土曜

であれ、必ず参加してくれます。そういう中で、いろいろな情報を提供してくれるし、私

たちからもまた情報を吸収してもらっております。多少校区によって、また区によって温

度差はあるかもわかりませんけど、私のいる城南区では非常にうまくいっているのではな

いかと思います。 

 例えば、先ほどお話がありましたように、自治協同士の町内相互の情報交換が欠けてい

るのではないかということでございますが、城南区では１１校区で小規模ですから会長会

がやりやすくて、毎月定例会を開催します。その定例会で、行政からの伝達事項、あるい
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は協議等をしまして、その後に、さらに時間を設けて、各校区の問題点、あるいは新しく

どういう事業を取り入れたかとか、そういう情報交換の場を持っています。少なくとも、

城南区においては、今のところはそういう面では、非常にうまくいっているかなと思いま

す。それは行政、そして社協、あるいは包括センター等の協力も得ているからです。 

 今、カフェを月１回開いていますが、そこでいろいろな問題について相談コーナーを設

けています。そこには、もちろん行政、社協、いきいきセンター、それから地域の小規模

多機能の施設長を呼んで、専門的なアドバイス等を受けることにしております。そういう

意味では、非常に内容的には、地域の皆さんの相談にうまく対応できる雰囲気は持ってい

るのではないかなと思っています。 

【委員】   

社協という言葉が何回か出ているようなので、社協の現在の活動というか、考え方につ

いて、少しご披露させていただきます。 

 今、私どもは地域ソーシャルワーカーというのを各区に一人ずつ配置して、その人たち

が中心になって、各校区で地域福祉という観点から、モデル的ではございますけれども、

校区単位でその校区に合った福祉のまちづくりプラン的なものをつくろうとしています。

これは社協がつくるということではなくて、その地域に応じて助け合いも含めた地域福祉

のプランをつくっていただこうということで、市のほうと連携して、着手して、もう３年

になります。 

 それで、幾つかそういうプランができて、いわゆる実際の活動をしておりまして、地域

の中で助け合いのボランティアグループができたり、いろいろな形で見守りが実際に行わ

れたりしている部分がございます。これが、高齢者福祉だけではなくて、地域にはいろい

ろな特性がございますので、その地域に合った子どもさんから高齢者、障がい者も含めて、

そういう人たちに向けた福祉の助け合い運動みたいな、そういう地域福祉というのをつく

っていこうかということで今着手しています。 

 将来的には、私どもでは生活支援コーディネーターというものを大変興味深く考えてお

りまして、今のＣＳＷで対応している人たち、これをさらに充実させて、いきいきセンタ

ーなどと連携しながら、地域の福祉のコーディネートの中心的な役割を果たしていきたい

と考えております。 

 今、私どもでは、保健福祉総合計画の改定と合わせて、地域福祉の活動計画というもの

を改定中でございまして、その中で地域福祉の中でそういう地域で起こる機運みたいなも
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のとしっかり連携しながら組織をつくっていくということをやっております。実際私ども

社協はかなり古い流れの中でそういうことをやってきたところがございまして、それを現

代的な形、今の課題に合うような形で、いろいろな人のネットワークを生かしながら、い

ろいろな人と連携しながら、そういうことをやっていく。 

 先ほど委員がおっしゃったカフェについては、城南区は特にバランスよくカフェが配置

できていまして、地域の福祉施設等が場所を出したり人を出したりしながらやっていて、

大変うまくいっています。 

 今、社協のやっていることの考え方を含めてご披露させていただきましたが、現状と課

題については、やはり地域福祉というのは、私どもとしては、小学校区で校区社会福祉協

議会が担うと。区域では、ほぼ１００％近い形で校区社協が組織されておりまして、これ

をいかに活発に地域の中で動けるような形にするか。これはやはり自治協議会、町内会、

あるいは民生委員さんたちと連携をとりながらやっていくことが大変重要で、再度これが

活発に活動できるためには何が必要か、いろいろお知恵を拝借しながら考えていきたいと

思います。 

【委員】 

 全市にわたって障がい者団体の皆さんがたくさんおられます。その中で、孤独死がどん

どん増えてきています。大きな団地ほど孤独死がどんどん増えてきている。この現状をあ

る面から調査していたのですが、先ほど委員が言われましたように、女性の方はわりと活

発です。男性の方が仕事を終えた後出て行く場所がない。集まる場所があれば、意外と男

性の方もかかわっていける。その中で感じたのは、そこでいろいろなお世話をされるリー

ダー的な方が何人かいらっしゃるところは、非常に進んでいるということです。 

 校区に公民館がございます。公民館については、ある一定の方がずっと利用されていて、

そういう人間関係が公民館の中でできる方だったらいいのですが、新しくそこに入るとき

になかなか男性は入りにくい。入っても自分の居場所がない。女性の方は日ごろ地域の中

でいろいろな人間関係ができている方が非常に多くて、気軽にいろいろなことができるの

ですが、男性が仕事をリタイアして、さあ、じゃあ、何かやろうかなといったときに行く

場所がない。行っても自分の居場所がないということが結構あって、そこにリーダー的な

方がいらっしゃれば、すっと仲間になれる。そういうところとそうでないところとの地域

差が非常に大きいです。大きな団地を構えているところではなくて，小さなアパートとか、

そういうところが多いところほど人間関係がわりとできている。 
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 地域の中で何が大切かって、やっぱり情報なのですね。情報が欲しいけど、その情報が

なかなか入らない。区役所は、行って自分が聞いたことしか窓口では連絡してくれないし。

ああ、こういうこともあったよね、こういうこともあるよねというのは、ほかの方からの

情報でわかるというのが非常に多いというのが現実です。だから、地域の中でそういう情

報を提供してくれるというか、人間関係ができているところはどんどん広がっていく。 

 例えば、男性でいえば、おやじの会とかが活発にやっているところは、結構いろいろ元

気な高齢者の方から若い方までたくさん入り込めて、非常に情報が伝わってくるし、また

そこに入り込みやすいという、地域の違いを感じました。障がい者の団体でもそうなので

すけど、その中にそういうお世話的な人が何人かいるかいないかで全然違ってくる。 

 そして、気楽に行ける場所、集まれる場所があるところとないところでは全然違います。

例えば公園とか、要するに河川敷が近くにあるとか、日ごろそこで釣りをしてある人が結

構おられるとかいうと人間関係が広がっていく。 

 だから、そういう場所が必要で、地域でかかわって、難しく考えなくて、近所に出てい

けば、知っている人がいる、声をかけられる人がたくさんいるとか、気楽に話せる人がい

るとか、そういうことが地域では大切かな、そういう雰囲気をつくるということが一番大

切かなと私は感じております。 

【委員】   

カフェとかを運営していても、居場所として男性に一番必要なのは役割です。だから、

カフェの中でもあなたは受け付けでとか、こういう面倒を見てくださいとかという役割が

あると居場所がある。今からの西都校区とかもそうなのですが、ほとんどが共働きなので、

小学校をＰＴＡだけで、子育て世代だけで運営するのはものすごく難しい状況になってい

ます。そこにいろいろなノウハウを持った中高年のリタイアした人たちが運営にかかわっ

ていくということが今からあるのではないかなと思っています。 

 一つ、博多小学校でおもしろいのは、図書館運営を地域の人がやっています。土日も図

書館を開いていて、図書の整理から貸し出しから全部地域がやっています。そういう意味

で、小学校の図書館に行くとか、ＰＴＡの役割を地域の高齢者がやるというのは、男性に

もものすごく行きやすい場所になります。公民館ではないところで、ある意味みんなが集

まって役割があるというのは、一つ可能性があるのではないか。 

 いろいろ調べていたら、新潟のほうにＰＴＣＡというのがありました。ＰＴＡではなく

てＰＴＣＡ、いわゆるコミュニティが入っている。ペアレンツとティーチャーとコミュニ
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ティがアソシエーションをつくるというのは、今後、まさに小学校とか、子供たちを支え

ていく上での男性の役割としてとてもいいなと思いました。 

【委員】   

高齢者の方たち、今、高齢者の孤独死だとか、細かい問題点をどうしていくのかという

解決策も必要だと思うのですが、おそらく、そうならないためにということを考えていく

のが一番大切なところで。今、委員が、学校の運営にという話をしていたのですが、私も

実はそれにもう少し踏み込んで、今の若い世代の方たちは共働きが増えていますよだとか、

そこの解決を地域の高齢者の方たちができないだろうかと。それが高齢者の方たちのやり

がいにつなげていけないだろうか。 

 じゃあ、どうしたらいいのか。例えば、学校でのお預かりを高齢者の方たちにやってい

ただくだとか、交代でやっていただくだとか。これからお母さんたちもどんどん働くよう

になるわけですから、そこで食事の提供。学校って絶対給食施設というのがありますよね。

じゃあ、食事を高齢者の方たちにつくっていただいて、それでお金もいただいてという場

をつくっていくというのも一つありなのかなと。そうしたら全部が校区で賄える。そうい

ったのも少しずつやっていく。 

 当然、例えば定年になっていきなり来るのではなくて、先ほど言われたみたいにおやじ

の会などの方たちもまざりながら、先生たちも一緒になりながら、学校という単位で、あ

の設備を最大限に活用していくというアイデアも一つあるのかなと考えております。 

【委員】   

放課後子どもクラブなどもう事業はたくさんある。それを地域は知らないまま動いてい

るわけですね。今言われるように、地域福祉はそういったとこから始まるのだということ

を横断的に理解できれば、もしかしたら一番早い取り組みかもしれないです。しかし、今

現場は、どうしてもどうやって現場の孤独死になるような方々をチェックして、引きこも

ったお年寄りをどうやって把握しようかということばっかり悩んでいるわけですよ。どう

しても社会福祉的、地域福祉的な面では、この人をどうするかという話を一生懸命考えな

ければいけない。 

【委員】   

先ほど出た子育ての問題と高齢者の問題を合わせてみたら、もしかしたら解決策になる

かもしれないだとか、こういった地域の問題点って、おそらくほかにもいっぱいあると思

っていて、そういったものを出し合って、その中で福祉という部分もあるでしょうし、市
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民局のサービスというのも出てくると思います。あまり組織を縦に切ってしまうと解決し

ない。 

民生委員を増やせばいいのかという話になると、多分マンパワーが足りなくなってくる

と思います。２０年後、３０年後って、どんどんどんどん民生委員の方たちは減って、担

当する人たちは増えて、負担になってという悪循環ですね。そういう、やりたくなくなる

ような悪循環みたいなのを、一度どこかで取り組まないと、解決しないのかなという印象

があります。 

【委員】   

その意味で、基本目標の３で、市民を支えるサービスの確保という表現になって、提供

ということからは一歩前に進んだという感じはあるのですが、行政が各部局で、縦割なの

で、その情報が行き来しないということが非常に重要な課題としてあると思います。行政

改革の中で絶えず問われるのは、住民の立場から考えてみた場合、あまりにも過度に縦割、

分業体制があって、自分の課題を解決するにはどれが一番頼りになるのかというのが見定

めにくいというところがいつもあるのです。それを自分だけでやろうとしても住民にはそ

の知恵がないとか、情報を知らないというところがあるので、そこがコーディネーション、

あるいはコーディネーターということがよく言われる背景になっているわけです。これが

もっと明確に窓口一本化とか，ここでも相談の窓口の周知、相談機能の充実という表現の

中でそれができるのだというイメージなのでしょうけど、もう少しそこが積極的に部局に

またがるような情報のコーディネーションができる、その人の抱えている課題に最も適し

た情報が提供されるというイメージをしっかり伝える必要があるのではないかと思います。 

 このあたりがどうしても行政は、自分たちの部局で「あなたの場合はうちではできませ

ん」という否定形の対応になる可能性がある。それを、ここではこういうことができます

ということで、ほかのところも一緒に、ここではできないことはきちんとつなげますよと

いうことがあると、かなりここの部分が生きてくるのだろうと思います。住民目線で、相

談窓口の周知とか、相談機能の充実という中にそういうものが入っているのかどうかがわ

かりにくいので、少しそのあたりも考えていただければと思います。 

【事務局】   

委員の今ご指摘の点ですけれども、一応相談機能の充実という部分につきましては、今、

いわゆるオンデマンドでご案内できていないというのが反省点で、その辺を充実するとい

うのも入れてはいます。先ほど、区役所に行ってお話を聞いたら、質問に対する情報はく
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れたけれども、地域に帰って隣の方に聞いたら、「ああ、それは教えてくれなかった」とい

うことがあるという話で、そういったことが極力少なくなるような体制が必要であると思

っております。 

【委員】   

先ほど委員が言われたような、例えば地域食堂とか、地域カフェみたいな地域のたまり

場、居場所と出番づくりみたいな場所も、考えるとサービスの確保ですよね。要するに、

福祉意識の醸成でもあるし、地域での助け合い、支え合いでもあるし、サービスの確保で

もあるし、安全・安心に暮らせる地域づくりでもある。このままだと、サービスというの

が、どうも文字の情報とか、二次元の情報で、安全・安心に暮らせる地域づくりもハード

面のイメージしかない。ですから、コミュニティというものがつくり出していく柱みたい

なものがない。そこら辺を一つ場所、居場所とかそういうたまり場だって、全てを支え合

う縦の軸になっていくというのが欲しいなという気がしています。 

 今、見守りって言ったら何人いるかということになるのですが、みんなで、「いや、それ

見張りじゃないか。見守りではなくて、見張りになるのではないか」って、よく言われま

す。それを言ったら今病院しかなくて、「いつもあの人来ているよね」という、病院が今、

まさに見守りをやっているのですが、地域の中に一個ずつ、毎朝ご飯が食べられるような

場所があって、今日来ていないけどどうしたのだろうねということも大切な見守りだと思

います。そういう場所を地域につくるのは、今後重要なことだと思います。 

【事務局】   

委員のご意見で、具体的な施策がところどころ出てきておりますけれども、それにつき

ましては、今日の部会を経て、次の素案のときに取り組みのところで少しずつ出していく

ことになります。 

 今、委員から縦軸が必要じゃないかという意見がございました。ごもっともなのですけ

れども、一つ、地域カフェは、今回市民局との連携も図りながら、掲載したいと思ってお

ります。 

【委員】   

特に、高齢者の分野で、私も関係しているところは老人クラブともう一つがシルバー人

材センターで、そのほかいろいろなスポーツ関連もあるだろうと思います。そのときに、

そもそもこれにはどういう効果があるのかなということを考えたら、健康寿命ですよね。

いわゆる寿命と健康寿命の開きが今１０歳近くある中で、健康寿命を延ばすためのいろい
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ろな社会参加をやっていくことがとても重要だけど、今老人クラブはどんどん組織率が落

ちている、シルバー人材センターも頭打ちになっているという状況があります。 

 高齢者も含めて、２０１５年というのは団塊の世代が６６歳になる年で、１０年後には

後期高齢者にいよいよ突入する。だから大変だって言われている中で、いかに元気に全う

してもらうか。それには多分、リタイアした人たちをいかに社会参加させるかということ

だろうと思います。その中には健康づくりの問題もあるし、子供たちの問題もあるし、文

化やスポーツなど多岐にわたったところに高齢者も含めて参加していただくということが、

ひいては健康寿命を延ばすことになるということもあるだろうと思います。 

 ですから、既存の組織でそれぞれ動いているところをもう１回つないで、目標は、みん

な健康で文化的に地域で死ぬまで生きたい、それを実現することなのでしょうから、地域

福祉という観点で考えるなら、もう少し何か健康寿命を含め、もう少し前向きに、未来の

ある話につながるようなことがあるといいと思います。 

【事務局】   

高齢者の社会参加に関しましては、就労や健康づくりと深くかかわり、また、老人福祉

法の関係もありますので、老人クラブやシルバー人材センターを含め、高齢者分野で取り

扱うことになります。地域分野では、地域福祉計画との関係がありますので、高齢者を中

心としながらも、地域住民による支え合い、コミュニティーに関わるテーマを主として取

り扱うことになろうかと思います。 

【委員】   

先ほど健康寿命という問題が出てきましたが、健康寿命と平均寿命の差が男性で９歳、

女性で１２歳前後あるということで、健康寿命を伸ばさなくてはと思っています。そうし

ないと、いろいろな意味で、まちづくりをしても結果として住みやすいまちにならないの

ではないかということで、自治協で検討しました。しかし、これは自治協だけの問題では

なくて、地域のあらゆる方のご意見を承って、どういう事業をしたらいいのか協議するた

めに，堤地区の健康寿命へのチャレンジ、地域で元気で楽しく長生きするためには何をす

ればいいかのテーマで参加者を募集ました。 

 それで、実際に土曜日に実施したところ７０名ぐらいの方がお見えになりました。その

中の３分の２は地域で活動している以外の人で、いろいろなご意見を承りました。それを

集約しながら、これからはさらに何回か重ねて最終的な事業にしていこうと思って、また

２回、３回としていきたいなと思っているところです。 
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【委員】   

この地域分野というのが、ほかの保健福祉全体に密接な関係があるので、その中でこれ

を部会としてまとめるに当たっては、全体とこの地域分野の各論のところをつなぐ前文の

ようなものを少し事務局に考えていただいたらどうかと思っています。おそらくいろいろ

なところで、地域で対応してくださいという要望もあるでしょうし、地域のことを考えて

いったら、先ほどのように各部局でそれぞれの縦割の中で努力だけでは始まらないところ

もあるので、そのあたりを地域としてどうするのかということを向こうに投げかけなけれ

ばいけないところがあります。前文のところで、そういう全体計画とここの部会との間を

つなぐような、ここの部会の任務は一体どこにあるのかということを明確にしていただく

と、位置づけがわかるのではないかなというのが一つです。 

 その上で、どうしてもこうやって話をしておりましても、当面の課題としてはどうも高

齢者の問題がちらちらして見え隠れしてしまいますが、要援護者といったっていろいろお

られるわけです。実は高齢者だけではなくて、子育て中の人もそうですし、ニートのよう

な青年もそういう要援護者であり得るわけで、それを取り巻く人々はどうしていいのかわ

からないという状況はみんな同じなのですね。そのあたりのところまで含めて地域に課題

を投げかけられているということからいいますと、この地域分野にかかわることも、視野

としては赤ちゃんからお年寄りまで一貫してライフコースみたいなものの中で地域にかか

わらざるを得ないし、地域へのかかわり方にいろいろな課題があって、そこにいろいろな

問題が地域課題という形で出てくるのだというイメージを、しっかりと前文のところにで

も描き込んでいただきたいと思います。どちらかというと高齢者だけの問題に矮小化され

てしまうようなことが懸念されますので、よろしくお願いしたいと思います。 

【事務局】   

総論のほうで、ライフステージごとにそれぞれ地域、健康医療、高齢者、障がい者とい

うことで、年齢ごとに切った表があるのですが、地域分野の範囲としては、生まれたとき

からお亡くなりになるまでということでカバーしております。 

 委員のおっしゃったこと、また今の議論を伺っていても、どこまで地域分野で拾わなけ

ればいけないかというところで非常に迷うようなところがあります。 

 基本的には、高齢者に限らず、障がい者に限らず、生まれたときからということで全世

代にわたる対応をしなければならない課題があって、それに対して取り組む内容を書こう

と思っております。それを踏まえて、地域福祉分野計画を考えてみたいと思います。 
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【委員】   

先ほど軸という話をされていたと思いますし、地域カフェの話とかがあったと思います。

地域分野で話し合っている内容を私なりに理解すると、この部会はそもそも高齢者福祉や

地域福祉、障がい者、健康づくりとかいろいろありますが、どうしても行政がサービスと

してやらないといけない部分はまだいっぱい残っていると思います。その話と、先ほど地

域カフェとかは、ほんとうにカフェを行政がやっているから人が集まっているわけではな

いと思います。金山もそうなのですけれども、行政の方と一緒になりながらも、自分たち

でつくった地域のたまり場に皆さんが集まられているという話だと思います。 

 それを見ていくと、地域分野の中のそもそも取り組む課題というのは、もっと市民と市

で一緒につくっていくという感じが全体的なトーンとしてあるといいと思います。市がこ

ういうサービスを地域の人たちに提供しますよという話ではもはやなくなっているという

大前提があるわけじゃないですか。そういう市と市民が一緒にこういうものをつくってい

きましょうという中で、地域カフェの話や、先ほど委員がおっしゃった取り組みに３分の

２ぐらいの地域にかかわってない方がいらっしゃっている。 

 つつみカフェの中にいろいろな人が集まっていて、そこで実はこういうことをやってい

るんだということを知った人がさらにかかわってくる。カフェにお客さんとして行っただ

けかもしれないけれども、そこが地域にかかわる、まさに入り口になっているわけですよ

ね。そこから自分が困っていることとかを言ったりすることが、地域の福祉のあり方を少

しずつ変えていくという一つの入り口になっているわけです。そういう人は、がっつりし

た担い手にならないまでも、単なる受け身一方の受け手ではなくて、地域に自分からかか

わって、自分たちの暮らしを自分たちでつくっていくという人たちだと思います。 

 そういう、みんなでつくるというわけじゃないですけど、市と市民が一緒につくってい

くということが多分委員がおっしゃった前向きなイメージっていうことだと思うんですよ。

現場ではもちろん現場対応というか、孤立死をどうするかという喫緊の課題がある一方で、

そういうふうに支え合い、助け合いの仕組みとか、人々のつながりを一緒につくっていき

ましょうという目標というか、課題というか、これからの方針としてあるというのが、こ

ういう目標を立てるときの結構大事な視点かなと思います。今ざっと見た感じ、一緒につ

くっていくというのがあまりない感じがするので、そこのところが出てくるとイメージが

変わってくるかなと思いました。 
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【事務局】   

ありがとうございます。極端に言うと、市が直営でサービスを提供するか、もしくは住

民の皆様が自主的にやっていくかという、二つがあると思いますが、住民の皆様がつくっ

ていくサービスについては、きっかけの部分が非常に大きいと思います。行政としては、

そこにどういった仕掛けがいるのかといったところを、この計画に掲載することになるの

かなと思っております。どういった仕掛けをしたらそういった気運が盛り上がっていくか

ということが書ければいいと思っております。 

【委員】   

わかりやすい明確な目標というか。例えば、軽いかもしれないですけど、今、企業って

大体６０とか６５ぐらいの定年ですよね。例えば、福岡市が定年の遅い町ですとか、６０

で会社を引退しても、その後地域での仕事が残っているのですよとか、そういった流れ、

目標がはっきりしてない。６０で定年だけれども、まだまだですよ、あなたは終わりじゃ

ないですよと。平均年齢、これからどんどん伸びていきますよと。その間の２０年は地域

での仕事が待っていますよと。それが多分やりがいや、まだまだ頑張らなければいけない

なと思っていただける。それで奮起していただく。 

 当然、１０年後、２０年後というのは企業の定年も６５、７０まで延びているかもしれ

ないですけれども、それからまた１０年、１５年という寿命の中で、最後までやりがいを

感じていただいて一生を遂げてもらうまちにしていくんだと。そういった何か具体的な目

標がないとわかりにくい。それをするために当然、各部門間で、市役所の中、それから外

部団体だとかのつながりが必要になる。そこの役割というか、目指すべきものをしっかり

定めて、せっかくやっていくわけですから、例えば、全国の市町村の手本になるようなも

のというのをつくっていかないと意味がないのかなと思います。 

 例えば、この分科会も、発展させてほかの分科会と合体して、市役所の各部門と合体し

てやるような協議会つくりましょうかといったこともかなりの前進でしょうし、そういっ

た考え方で進められたら明確になるし、具体性も出てくるのかなと思います。 

【委員】   

この２０４０年までの総合ビジョンを見ると、ものすごく明るい未来が書いてあるんで

すよね。例えば、４７ページの「意識を変える市民の覚悟」とか、「仕組みを変える、失敗

を恐れない挑戦」とか、「まちの転換、超高齢化社会対応のまちづくり」とか、「絵姿実現

のための五つの戦略テーマ」とか、「持てる力を互いに分かち合いつながりを強める」とか、
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これを見て、お、変わるのではないかと思って期待して基本目標見たら、「あれ？」みたい

な。ギャップが大きい。夢が描かれていない。 

【委員】   

そういう意味で、今までの計画というのは、これまでの流れをどう整理して、整合性の

ある形で次に目標を立てて、それを着実にやっていきますみたいな話だったのですが、総

合ビジョンは、反対に将来どんな変化があるかを先取りして、そのときにきちんと対応す

るためには、今から何をやらなければいけないかということで、割り出し方が違う。その

姿勢の違いがここに出てきているような感じがします。 

 のりとはさみで総合調整をするという発想の計画はあまり意味がない時代になってきて

いるので、そういう意味ではもう少し大胆にデザインという考え方をとったほうがいいと

思います。今までの形をつくり変えるのがデザインです。既存の計画では，それぞれの部

署は一所懸命やっているということになるのでしょうが、結果としてみれば、何か総合的

な成果が見えにくいわけです。 

ここが特に地域で地域福祉ということに関連した、本来、市町村がつくるべき地域福祉

計画の内容がここに盛り込まれていて、実質的には社協の活動計画なんかと両輪になって

何かを進めていくということを意図しているなら、地域福祉計画の真髄であるところが住

民参加です。住民参加というのは、要援護者といわれる人も参加し得る社会をつくるとい

う、いわゆるソーシャル・インクルーシブネスという考え方ですね。 

 そういう大きな目標が前文の中にあって、それを実現するために一体何から取り上げて

いかなければいけないのか、どこから取り上げていかなければいけないのかということが

わかる仕掛けをここにつくり変えてみると、もっと魅力のあるものになっていくのではな

いかなという気がします。 

 事業というのも、そういう目標を達成するための一つの手法として具体的に芽生えてき

ているわけですから、それらのことを評価しながら、こんな形でやっていったら明るい未

来になるよというメッセージが入った形で各論を描かれればいいのではないかなと思った

次第です。 

【委員】 

 皆様方のご意見はほんとうになるほどと思いますが、それを文章にしてまとめるという

ことはとても難しい。皆様方はそういう問題提起をされていると私は思います。 

 ここの地域福祉の部会というものは現場ですね。これは市の計画ですから、公の視点か
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らある程度かっちりしたものにしなければならない。でも、現場のほうは先ほどからいろ

いろな方が言ってらっしゃるように、かっちりしてないグレーゾーンが山ほどあって、グ

レーゾーンをカバーしないと地域福祉というのは成り立たないですね。そこをどうやって

うまくこの会でまとめられるか、さっきから私は考えていたのですが、両方必要で、どっ

ちかだけというわけにいきません。 

【委員】   

福岡市の場合は、地域包括ケアプランの中でも、公助・共助・自助という、いわゆるあ

り方委員会報告書のときの考え方を踏襲しますということで、地域包括ケアシステムでう

たってきた互助の考え方は共助の中に入れていただいています。 

 よくわかるのですが、今回、委員もお話しになりました地域の概念をどう捉えるかとい

うときに、公助は、まさに行政主導でフォーマルなものですね。それから共助の範囲を非

常に広くしていることによって、今回の議論のように、非常に未来的な予防とか、健康と

かももちろん含まれるでしょうし、それから議論の中で私が感じたのは、福祉というのは

そう明るいものだけではないと思っています。 

 ニーズというのは、個別・具体・特殊な問題で、地域福祉が一番考えなければいけない

ことは、接近困難な，地域に埋没している人たち、震えながら今日の生活をどうしたらよ

いかという人たちにどうアプローチをしていったらいいのかという視点が原点だと思うん

ですね。そこの部分を抜きにして地域福祉というのは考えられません。将来像、ビジョン

もいいと思うんですが、そこのところをどう解決していくかということも、ぜひこの５年

の計画の中に入れていただけたらなと思います。 

 互助という概念が今回の包括ケアシステムの中で登場してきたのは、行政の関与領域を

可能な限り広くして、自助領域をある意味浸食している。それは時代の流れということに

なるのだと思いますが、そのところで、行政というのは時としてスタンスを変えなければ

いけない。 

 特に先ほどあった流動性が高いという方たち、若い方、転勤族、こういう方たちをどち

らから見るかですけれども、ニーズの視点から見れば、彼らや彼女たちが抱えているニー

ズ、彼らが主体で、彼らがその問題を解決する方策が提供できる方法、多分それはいわゆ

るＮＰＯ等の機能集団だろうと思います。その問題に対応できる、そういう機能集団を、

行政サイドとしては、サーバントリーダー的な要するに仕える立場として、その集団を支

えていく。一方、行政と共働でやっていく部分、そして行政が主導でやっていく部分を考
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えていって、その中で全体としての地域福祉というのがあるのではないか。 

 地域福祉というのは地域における社会福祉ですから、社会福祉が原点であることを押さ

えていただくとすれば、個別、具体、特殊な問題を今抱えている人たちを社会全体でどう

支えていくというところがあって、そういう状態にならないように社会全体でどうしてい

くか、さらには希望の持てる社会をどうしたらいいかという流れでぜひ考えていただきた

いと思います。福祉が問題にしているのは非常に深刻な事態で、その問題を抜きにして福

祉を語るというのは、軸足をどこに置くかという話になると思いますが、それは福祉の部

分から見るとどうかという気が個人的にはします。 

 私は現場で相談・援助の業務をやっていますけど、彼らや彼女たちの抱えている問題と

いうのは、明るい未来以前に、今抱えている深刻な問題をどうするのかということがあっ

て、その解決の光が見えたときに、未来や将来、健康等という問題が出てくると思います。

そこの部分も忘れないようにきちんと押さえていただく。そのことが委員の言われた地域

の概念は非常に広いという話になると思いますが、原点の部分はぜひ押さえていただきた

いと思います。 

【委員】   

今のご意見に少しコメントさせていただきます。地域福祉学会という学会がありまして、

今出された論点は、非常に大きな問題点として学会が創立されたときからずっと続いてい

て、地域福祉の概念と社会福祉の概念はどういう関係にあるのかということですね。今お

っしゃったのは、社会福祉がまずあって、その中で地域福祉がどういう分野をやるかとい

うので、例えば高齢者福祉があったり、児童福祉があったり、障がい者福祉があったりし

て、それ以外のニッチの部分として地域福祉という分野があるという議論ですね。 

 もう一方の議論が、地域福祉の概念を立てた途端に、社会福祉という概念を超えたとい

う研究者もいるのです。これはどういうことかというと、確かに要援護者がおられたとし

て、その人に焦点を当てた場合には、例えばその人が高齢者であった場合には高齢者福祉、

障がい者であっていれば障がい者福祉ということになって、それに対して集中的にいろい

ろな施策とかプログラムを考えていく、ソーシャルワークをしていくことになるのですが、

その周りにいる家族の方、あるいは地域、近隣の方々、職場の方々、こういった人たちも

実は困っているのではないか。こういうところについては、どれだけ要援護者そのものに

対するソーシャルワークを展開したところで解決しないですね。そんな部分が積み残しに

なっているので、地域福祉という形でそこをしっかり展開するべきではないのか。そうす
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ると、ターゲットになっている人の様相が少し違ってくる。そのあたりの論点をずっと引

きずっている。 

 今回、社会福祉法の中に地域福祉計画が入れられて、それを市町村が考え、社協が活動

計画でそれを具体化するというときにも、その問題がいろいろあって、やはり社会福祉の

中では要援護者というのが重要なターゲットになっているとは言われます。ただし、それ

が今の制度の中では救い切れないような、例えば、引きこもりの方であるとか、ニートの

方であるとか、自殺の予備軍になるような人とか、今までの形では到底捉えられない人た

ちがいる。これらの人たちは今までの既存の高齢者福祉だとか、障がい者福祉というカテ

ゴリーでは対応できないので、要援護者とされる人たちの参加も得ながら、そこの部分を

しっかりと解決していこうというのが、今回、行政側が整理した地域福祉の概念だと思っ

ています。 

 そういう意味では、基本的にはその流れでやっていくのですが、我々が現場で見ている

場合は、先ほどからあるように、課題を抱えている人は何も要援護者とされた人たちでは

なくて、みんながそうですね。自分でも要援護者と同じような状況になることがあるわけ

ですから、相身互いの考え方でそのことを受けとめられるような地域社会にしない限り問

題は解決しないという前提で地域というのが非常に大きく取り上げられてきているという

ことを現場では非常に強く感じているのだと思います。そこはグレーゾーンの拡大と行政

の整理とがいずれもずれるのだと思いますけれど、福岡市としては、それを調整してきっ

ちり描き込まなければならないと思います。 

【委員】   

私も、社会福祉を今，委員が言われたように属性主別ごとの社会福祉とは捉えてはいま

せん。フォーマルな制度による福祉という意味です。ですから、先ほども言いましたよう

に接近困難なクライアントと言われる人たちは多問題家族です。引きこもりがあり、おじ

いちゃんの認知症があり、リストラがある。確かに私の中では、社会福祉がいわゆる六法・

八法体制の属性主別ごとのという意味ではありません。ただ、今ある問題を抱えている人

は、どんなに地域でいろいろなイベントごとや、働きかけをしても、通常のやり方では多

分表に出てこないと思います。そこに関与し、ニーズにきちんと応えることが地域福祉の

原点ではないですかという意味です。 

 どんな仕掛けをしても、接近困難で、彼らのほう、彼女たちのほうは門戸を閉ざしてい

る。社会として、それをそのまま放置していいのかというところをこの地域福祉の視点の
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中にきちんと位置づける。そういう方たちの陥る前の段階を押さえていくというのは当然

大事だと思いますが、まずは、今、今日
き ょ う

，居る方たちをどうするのかというところは、ぜ

ひ軸足の１本としていただきたいと思います。 

 どうしてもイメージ先行で、目の前にいて、でも、どうにもなせない人たちを私たちが

見失って議論しても、福祉の将来はないと感じるところがあります。行政もぜひ主導され

ていかれる部分と、全く市民の自助に、ある意味委任をしていくというか、一任をしてい

くという部分のバランスで、先ほど組織の問題も出ていましたけど、私はライン制という

形、官僚制という形は決して悪いことばかりではないと思いますね。専門性が高まって非

常にいい部分もあると思いますが、あとはその組織をスタッフラインで横に縦横無尽に動

けるように、縦割といわれる組織の体制の中を自由に動ける人たちが少し配置されていく

と、現場の問題を吸い上げる形ができるのかなと思います。 

 俗に縦割と言われて悪いイメージが定着していますけど、専門性の高い部署というのは

絶対に必要だと思うので、そこはそこで生かしながら、でも、最初の問題を拾うところは

自由に動ける、そういう行政の側のスタッフ、組織というのもあったら、非常に現場との

交流がうまくいくじゃないか。今回、区のほうに配置された方は多分、組織内を自由に動

き回って調整をされたりしていると思いますので、そこを充実されることが今の方法かな

という感じがいたしました。 

【委員】   

最後になると思うので、今の議論の整理の仕方でお願いしたいのですが、地域分野でこ

れを考える場合に、今おっしゃったようなハイリスクターゲットに対する対策とポピュレ

ーション対策という二つの対策があるということをきちんと整理した形で書いていただき

たいということです。ハイリスクターゲットの大部分は制度的な対応が基本的にでき上が

っているわけです。地域の住民の方々に直接それを任せられてもなかなかできないのです

が、しかし、そのほかのポピュレーションアプローチということで、潜在的には自分たち

もその立場になることもあるし、身近にそういう問題を抱えた人に接しなければいけない

部分を地域としてどうするかというところが一番大きい課題です。そういう非常に危険性

の高い課題を抱えた人に対する対策と、そうではない人たちに対する、まさに福祉の環境

を醸成していくというところの課題を整理していただくということで、一度考えていただ

きたければいいのではないかと思います。 
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【委員】   

この２６ページに、最後を迎えたい場所というのがあって、自宅で最後を迎えたいと考

えている人が圧倒的に多くなっています。これは基本目標の２、３、４全部に当てはまる

と思うのですが、今月老人ホームを視察させていただいたところ、６０定員のうち５５人

が女性でした。そこは一人多かったのですが、６名が男性だと。そのわけを聞いたのです

が、施設側はわからない、分析ができないということでした。これが現実です。 

 もう一つ、順番待ちが７０名以上いらっしゃって、「必ずしも先に申し込んだ人が先に入

れるとは限りません。そのときの状況と、福岡市側との制度面などでいろいろ調整しなが

らになります」ということでした。 

 そうなってくると、自宅で人生の最後を迎えたいという方が圧倒的に多いわけなのに、

これを少しでも達成出来ればなと感じました。五、六十名で施設を見学したのですが、一

緒に行かれたほとんどの人が、行きは「一人になったら自分の持ち家を処分してでも入り

たいな」とおっしゃっていました方が、帰りは「はってでも自分の家のほうがいい」と何

人もがバスの中で言われました。現実ってそういうものなのですね。 

 だから、ここの課題の中で、自宅で最後を迎えたいという望みをできるだけ多くの方が

かなえられるような考え方をしていただきたいなと思っております。 

【委員】   

皆様方のご意見は、大体出尽くしたでしょうか。 

 さっき小川委員がハイリスクターゲットの対策とポピュレーションアプローチの対策、

高齢者の虐待とか、障がい者の虐待の非常にひどいケースを何件も経験しますと。ポピュ

レーションアプローチが成功していればハイリスクになってないということは確かにいえ

ますね。だから、一応対応としてはしっかり分けて書いてくださいという意見ですけれど

も、実は、機能的にはすごく密接に関連をしていることを申し上げておきます。 

 ほかにございませんようでしたら、これで意見は終わりにしたいと思いますが、ようご

ざいますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【会長】   

たくさんの意見、どうもありがとうございました。おまとめになる方は大変でございま

しょうけど、奮起をしていただいて。 

 では、事務局のほうにお返しいたします。 
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【事務局】   

本日はお忙しい中、熱心にご審議いただきましてまことにありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成２７年度第１回福岡市保健福祉審議会地域保健福祉専門分科会

地域分野部会を閉会いたします。本日はどうもありがとうございました。 


